
第１７回 
木曽三川下流部船舶対策協議会 
 
   

平成３０年１１月 ８日 

国土交通省 中部地方整備局 

木曽川下流河川事務所 
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１．不法係留船対策スケジュール 
２．廃船調査・処理の状況 
３．重点的撤去区域における対策 
  （桑名市長島町西川地先から船頭平閘門木曽川水路） 
４-１．重点的撤去区域における対策 
  （海津市海津町油島地先） 
４-２．簡易代執行スケジュール 
５．船舶の係留を一時的に認めている変形護岸 
６．放置禁止指定 
７．変形護岸係留許可船舶の適正な管理 



１．不法係留船対策スケジュール 
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簡易代執行〔看板設置、工法検討〕 
（河川管理者） 
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新規係留候補地検討 
（海津市、河川管理者） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

平成３０年度 

 広報〔市町広報紙、ﾘｰﾌﾚｯﾄ配布〕 
  
 是正指示〔現地看板設置、警告文書送付〕 

移動先の方針検討(桑名市、愛西市、河川管理者） 

廃船調査及び処理 １２隻予定 
 

行政代執行準備 
 〔所有者調査、自主撤去指導〕 
 （河川管理者） 

公告 実施 自主撤去 

協議会 第１６回 第１７回 第１８回 

６ヶ月間保管 



２．廃船調査・処理の状況 
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１）現在までの調査・処理状況 

○廃船対象１２隻のうち７隻について調査 
 
○公告看板、警告看板を設置 
 
○現時点での廃船処理数は４隻  
 
○専門家による意見徴収 

２）今後の予定 

○未調査船５隻について調査 
 
○廃船処理の実行 
 
 

揖斐川左岸22.0k-60m付近 

揖斐川右岸11.2k+170m付近 

揖斐川右岸13.6k+150m付近 

揖斐川右岸11.2k+130m付近 

：廃船箇所 



２）スケジュール 
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年度 平成３０年度 平成３１年度 

桑名市 
愛西市 

新規係留施設 
の候補地調整 
 （木曽川右岸） 
 
 
 
 

河川管理者 

桑名市、愛西市の動きを 
フォローアップ 
 
H30.5 行政代執行 
     予算要求 

H31.12 行政代執行 
H31.12 簡易代執行 

３．重点的撤去区域における対策 
  （桑名市長島町西川地先から船頭平閘門木曽川水路） 

並行して漁協へ、変形護岸への 
移動を継続的に説得する  

○H30.5.11.    国、桑名市打合せ 
 
○H30.10.16   国、愛西市打合せ 
 
     
        
 

１）現在までの検討状況 



４-１．重点的撤去区域における対策 
  （海津市海津町油島地先） 

１）現在までの検討状況 
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○H30.3.5        国、海津市、海津漁協 現地確認 
○H30.3.16     国、海津市、海津漁協 打合せ 
○H30.5.17     国、海津市 現地確認  
○H30.10.17     国、海津市 打合せ 

２）スケジュール 

年度 Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ 

海津市 計画決定  
予算要求 

設計 施工・移動 

河川管理者 （所有者不明船７隻） 
H30.10 
公告・現地看板 
H30.12 
簡易代執行 

予算要求 
（行政代執行） 

残存船舶 
→行政代執行） 



４-２．簡易代執行スケジュール 
  （海津市海津町油島地先） 

１）法的根拠 
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 ２）スケジュール 

河川法第75条第3項に基づき、所有者不明の船舶を速やかに除去する 
必要がある場合に、河川管理者が相当の期限を定めて公告した上で、自ら、 
又は委任等をして除却を行う。 
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５．船舶の係留を一時的に認めている変形護岸 
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１）概要 

 河川工事の支障となった船舶の移動先として、国が整備し、桑名市が占用許可
を受けて管理を行っている変形護岸。 
 上之輪新田、下深谷部（城の堀）、下深谷部（野球場前）、上之郷の４箇所 
 プレジャーボートについては係留期間を１０年間と定めたものの、現在もそのほ
とんどは移動が行われず係留が続いているため、第二次計画において、占用者
は計画的に是正指導を行い、平成３４年度までに移動完了するものとしている。 
 

２）移動完了までのスケジュール 

年度 Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ 

桑名市 船舶所有者に船舶
移動の通知又は説
明会を定期的に行う 

移動完了 

河川管理者 桑名市の動きをフォ
ローアップする。 
 

 
 



６．放置禁止指定 
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１）現在の状況 

２）今後の実施方針 

○木曽川下流管内の不法係留船近くの堤防坂路・階段などに 
 周知看板設置完了 
 
○放置禁止指定のリーフレットを各県市町、海上保安部、警察署、 
 日本小型船舶機構に配布完了 
 
 
 

○重点的撤去区域の放置船舶所有者に対し、警告文書を送付し、 
 是正指導を行う。 
 



７．変形護岸係留許可船舶の適正管理 

9 

係留船実態調査表及び
係留船舶撮影写真 
 

ナンバープレートの貼
付 

維持管理計画書へ
の記載(避難方法、
浚渫など） 

 
実態調査表及び船舶写真
については取りまとめ中 

 
ナンバープレートの貼付
を依頼中 

 
記載方法について検
討中 

 

 

 
実態調査表及び船舶写真
提出済み 
 

 
一部を除きナンバープレ
ト貼付済み 
 

 
記載方法について検
討中 
 

 

 

 
実態調査表及び船舶写真
提出済み 

 
ナンバープレートの貼付
を依頼中 

 
記載方法について検
討中 
 

  
実態調査表及び船舶写真
提出済み 
 

 
一部を除きナンバープレ
ト貼付済み 
 

 
記載方法について検
討中 
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